
●いつでも利用可能
　自宅や外出先から

24時間無料で電子

書籍の閲覧や貸し出

し、返却ができます。図書館へ来館することな

く、利用者のライフスタイルにあわせた使い方

が可能です。

●紛失や破損の心配がない　電子書籍は、「借
りた本が見当たらない」「雨の日に本を濡らし

てしまった」というような心配はいりません。

●延滞の心配がない　電子書籍は貸出期間が終
了すると自動で返却されるので、「うっかりし

て返却日を過ぎてしまった」というような延滞

の心配はありません。

●多彩な機能が満載　紙の書籍では、小さな文

字で読みづらく目が疲れたりしませんか。電子

書籍なら文字サイズの拡大や画面の背景、文字

の色反転ができます。また、しおりやメモ書き、

音声読み上げ機能といった便利な機能もついて

います（これらの機能は書籍や端末によって利

用できない場合があります）。

　利用できるのは、

有効期限内の図書館

利用カードを持って

いる市内在住・在

勤・在学の方です。新規登

録等で利用カードを新しく

発行された方は、翌開館日

の午後１時から利用できま

す。

●貸出点数　２点まで
●貸出期間　14日間
（ほかに予約がない

場合に限り１回まで

延長可能）

●予約点数　２点まで（取り置き期間は７日間）
　「立川市図書館」

のホームページから

「たちかわ電子図書

館」のサイトにアク

セスします。ID（利用カードの番号）とパスワ

ードを入力し、ログイン後利用できます。

　くわしい利用方法は、「立川市図書館」のホ

ームページ内「たちかわ電子図書館はじまりま

す」をご覧ください。

　市図書館は、１月６日㈬から電子図書館サービスを開始します。電子図書館は、パソコンやスマート

フォン、タブレット端末から電子書籍を借りて読むことができるインターネット上の図書館です。コロ

ナ禍の新しい生活様式において選択肢の一つとして注目を集めており、本市でも読書環境の充実を図る

ために導入するものです。	 問中央図書館☎（528）6800
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※広告に関するお問い合わせは…総合広告代理店　フレックス株式会社☎042（528）1611へ

≪広告欄≫

●住民基本台帳記録数	（前月比）
人口	 184,589	 （＋29）
男	 91,805	 （＋16）
女	 92,784	 （＋13）
世帯	 93,443	 （＋32）

人口と世帯

令和２年
12月1日現在

令和2年（2020年）12月25日（毎月10日・25日発行）


